
生 徒 心 得 

 

 学業に励み、本校生徒の本分を守ること。学校内外の活動はその性質に応じ、学級担任又は関

係職員と連絡をとり、その適切な指導のもとに行動すること。 

 

１．授業には真面目な態度でのぞみ、定期考査には全力をつくすこと。なお、考査における不正

行為は許されない。 

 

２．登校・下校時刻を守り、無届けの欠席・早退・遅刻・外出・欠課をしないこと。 

 

３．休日登校は原則として禁止する。 

 

４．飲酒・喫煙は厳禁とする。 

 

５．風俗営業に関わる種類の不健全な遊技場等に出入りしないこと。 

 

６．学校内外で集会を行う場合は、関係職員の許可を得ること。 

 

７．無届けで集団を組織することを禁ずる。 

 

８．金銭・物品を徴収する場合は関係職員の許可を得ること。 

 

９．学校生活に不必要な物品、特に金銭・貴重品を持参しないこと。やむを得ず持参した金銭・

貴重品は厳重に保管し、必ず身につけて行動すること。 

 

10. 校舎・校具を大切にし破損又は紛失しないこと。破損紛失した場合は、直ちに関係職員に届

け出ること。 

 

11. 校舎内外の美化につとめ、清掃は所定の計画に従って行うこと。 

 

12. アルバイトは原則として禁止する。 

 

13. 本校生徒としてふさわしくない行為があった場合、自宅謹慎等の特別指導を行うこともある。 


